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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年９月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年５月３日 １１時００分ごろ 

発生場所 長崎県南島原
みなみしまばら

市加津佐
か づ さ

漁港南西方沖 

 瀬詰
せ づ め

埼灯台から真方位３４０°２.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°３７.３′ 東経１３０°０９.２′） 

事故の概要  漁船義
よし

栄
えい

丸は、北西進中、また、ミニボート（船名なし）は、錨泊

中、両船が衝突した。 

 ミニボート（船名なし）は、同乗者が負傷し、船首部の破損等を生

じ、また、義栄丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和３年５月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ 漁船 義栄丸、４.０トン 

   ＮＳ３－４００７７４（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.４０ｍ（Lr）×２.６２ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１４７.１０kＷ、昭和６３年３月９日 

   第２９２－５２４３６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ ミニボート （船名なし）、総トン数なし 

   なし、個人所有 

   約２.９５ｍ×約１.３５ｍ×約０.４０ｍ、ゴム 

   ガソリン機関（船外機）、１.４７kＷ、平成３０年１１月（製

造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年１１月２日 

    免許証交付日 令和２年９月１日 

           （令和８年６月２０日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ ５７歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 
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Ｂ 船首部の破損、船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：うねり 波高約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人（以下「乗組員Ａ」という。）が乗り組

み、磯
いそ

建網
たてあみ

漁の目的で、令和３年５月３日１０時５５分ごろ南島原市

権田
ご ん だ

鼻西方沖の漁場に向けて加津佐漁港を出港した。 

 船長Ａは、操舵室右舷側の椅子に腰を掛けて手動操舵により操船に

当たり、加津佐漁港南部の防波堤を出た辺りで、一旦停船して周囲の

状況を確認し、これから進行する方向の南島原市岩戸
い わ ど

山西南西方沖に

先航する僚船１隻のみを認めた後、本船を発進させて２～３ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で岩戸山に沿って右転を始め

た。 

 船長Ａは、僚船以外に他船はいないと思い、操舵室左舷側に立って

いた乗組員ＡとＧＰＳプロッターを見て漁場を確認しながら操船に当

たり、岩戸山南方沖で権田鼻西方沖に向けて針路を定めた後、約１０

kn に増速しようと機関スロットルレバーの操作を始めたところ、１

１時００分ごろプロペラに何かを巻いたような衝撃を感じ、後方を振

り向いてＢ船を認め、Ａ船がＢ船と衝突したことが分かった。 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本事故時の船長Ａの操船状況（再現） 

 

 船長Ａは、Ａ船を右回頭させてＡ船の左舷側をＢ船に着け、Ｂ船上

にいた同乗者Ｂと海中にいた操縦者Ｂを、Ａ船の左舷舷側に掛けた縄

梯子
ば し ご

からＡ船上に救助した後、Ｂ船をＡ船上に引き上げた。 

 その後、Ａ船のプロペラに何かを巻き込んでいてＡ船が航行不能と

なり、また、同乗者Ｂが右肩の痛みを訴えるので、乗組員Ａは、知り

合いの漁船に救助を求めるとともに、所属する漁業協同組合の担当者

に依頼して救急車を要請し、Ａ船は知り合いの漁船にえい
．．

航されて加

津佐漁港に入港した。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂほか友人である同乗者Ｂが乗り、１０時３５分ご

ＧＰＳプロッター 

本事故時、船長Ａの左舷側
には乗組員Ａが立っていた 

魚群探知機 
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ろ本事故発生場所付近で船首部から重さ約３kg のマッシュルーム型

アンカーを投入し、船首を南東方に向け、船外機を停止して錨泊を始

めた。 

 同乗者Ｂは、Ｂ船の左舷前部で左舷斜め前方を向いて釣りをしてい

たとき、Ｂ船の南東（船首）方２００ｍ付近にＡ船を認め、Ａ船の動

静を見ていたところ、Ａ船がＢ船に向かって真っ直ぐ接近するので、

左舷後部で左舷斜め後方を向いて釣りをしている操縦者ＢにＡ船が接

近している旨を知らせた。 

 操縦者Ｂは、魚を釣り上げようとしていたところ、同乗者Ｂからの

知らせでＡ船が接近していることを確認し、同乗者Ｂと共に立ち上が

って手や釣り竿を振りながら大声で叫んだものの、Ａ船がなおも接近

するので、危険を感じて同乗者Ｂに海に飛び込むよう声を掛け、自身

が海中に飛び込んだ直後、Ａ船の船首部がＢ船の船首部に衝突し、同

乗者Ｂの身体にＢ船の船体が接触した。 

 操縦者Ｂ及び同乗者ＢはＡ船に救助され、僚船にえい
．．

航されたＡ船

で加津佐漁港に入港した後、同乗者Ｂは、救急車で病院に搬送され、

右上腕骨近位端骨折、右鎖骨遠位端骨折、両膝関節打撲傷により全治

約４週間と診断されて５日間入院した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真２ Ａ船、写真３ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項  Ａ船は、後日上架された際、Ｂ船の破損した船首部分及びアンカー

ロープをＡ船のプロペラに巻き込んでいることが確認された。 

 操縦者Ｂは、約２０年前からミニボートに乗船して釣りをしてお

り、約１年前からＢ船を使用して釣りを行っていた。 

 操縦者Ｂは、ふだんＢ船の船首部に棒を立てて高さ約１.５ｍのと

ころにピンク色の旗を掲げていたが、本事故当時、同旗を持参するの

を忘れていた。 

 操縦者Ｂは、本事故当時、時々周囲の見張りを行っていたが、航行

中の他船が錨泊中のＢ船を避けてくれると思い、釣りに意識を向けな

がら錨泊を続けていて、接近するＡ船に気付くのが遅れたと本事故後

に思った。 

 操縦者Ｂは膨脹式の救命胴衣を、同乗者Ｂはベスト型の救命胴衣を

それぞれ着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、加津佐漁港南西方沖を増速しながら北西進中、船長Ａが、

前路には僚船以外に他船はいないと思い、ＧＰＳプロッターで漁場を

確認しながら航行を続けたことから、前路で錨泊中のＢ船に気付か
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ず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、加津佐漁港南部の防波堤を出て停船し、周囲の状況を確

認した際、進行方向に先航する僚船１隻のみしか認めなかったことか

ら、前路には僚船以外に他船はいないと思ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、加津佐漁港南西方沖で錨泊中、操縦者Ｂが、航行中の他船

が錨泊中のＢ船を避けてくれると思い、釣りに意識を向けながら錨泊

を続けていたことから、接近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因  本事故は、加津佐漁港南西方沖において、Ａ船が増速しながら北西

進中、Ｂ船が錨泊中、船長Ａが、前路には僚船以外に他船はいないと

思い、ＧＰＳプロッターで漁場を確認しながら航行を続けたため、前

路で錨泊中のＢ船に気付かず、また、操縦者Ｂが、航行中の他船が錨

泊中のＢ船を避けてくれると思い、釣りに意識を向けながら錨泊を続

けていたため、接近するＡ船に気付くのが遅れ、両船が衝突したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、前路に他船はいないと思わず、また、ＧＰＳプ

ロッターに意識を向け過ぎることなく、レーダーがない場合には

目視による見張りに重点を置き、常時、適切な見張りを行うこ

と。 

 ・操縦者は、錨泊中、他船が自船を避けてくれると思わず、常時適

切な見張りを行い、接近する他船に対し、余裕のある時期に注意

喚起を行い、必要に応じて機関を使用して移動するなど、衝突を

避けるための措置を採ること。 

 ・ミニボートは、他船からの認識が容易となるよう、３ｍ以上の高

さのポール等を使用して目印となる旗を掲げることが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加津佐漁港 

Ｂ船 
（錨泊中） 

Ａ船 事故発生場所 
（令和３年５月３日 
１１時００分ごろ発生） 

Ａ船が停船
した場所 

Ａ船が針路を
定めた場所 

権田鼻 

長崎県 

南島原市 

南島原市 Ａ船が停船した際
に見た僚船の位置 

Ａ船の目的の漁場 

長崎市 

岩戸山 

瀬詰埼灯台 
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写真２ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

破損した船首部分 


